
社会保険労務士法人 シャイン
2023年5月 web通信

「近時の法改正のおさらいと
対応について」

令和5年 5月23日
※聴講者はカメラ・マイクオフでお願いします
※質問は常時「チャット」にてお受けします

※終了時 アンケートへのご協⼒もお願いします︕
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講師紹介
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★プロフィール
中村 仁（特定社会保険労務士）
趣味 ギター、映画鑑賞、ちょっとだけゴルフ

★社会保険労務士法人シャイン
経営理念 輝く「人財」づくりに挑戦し続け

お客様と「喜び」「幸せ」を共有する
事務所所在地 ⼭梨県⾝延町
社歴 平成２２年１０⽉開所（平成２８年１０⽉法人化）
事務所体制 社労士２名、職員２名 計４名

★事務所の特徴
・⼭梨県、静岡県で相談実績3００社以上。
・労務管理に特化、トラブル予防型の労務管理を提案。
・「人事のお医者さん（ A4⼀枚評価制度）」

中⼩企業向け人事・賃⾦制度構築のサポート。
・ペーパーレス、テレワークなどを社内のDX化を積極的に実施。

近時はzoomを用いた研修を数多く実施。



本日の内容
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■育介法改正

■パワハラ防止法

■割増賃⾦率（中⼩企業）

■2024年改正
・建設・運送等 時間外上限適用
・労働条件明⽰事項（省令改正）

■その他
・賃⾦のデジタル払い
・短時間労働者 社保適用拡大



令和４年育介法の改正内容
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施⾏時期改正内容法律

2022年4⽉1日
妊娠・出産の申出をした労働者に
対する個別周知・取得意向確認の
措置の義務付け①育児休業等の周知等に

関する⾒直し

（１）
育児・介護休
業法の改正

2022年4⽉1日育児休業を取得しやすい雇用環境
整備の義務付け

2022年4⽉1日

有期雇用労働者の育児・介護休業
取得要件の緩和

②育児休業の⾒直し

育児休業の申出方法等の⾒直し
（省令改正事項）

2022年10⽉1日

育児休業の分割取得

育児休業の撤回ルールの⾒直し

１歳到達日後の育児休業の⾒直し

③出生時育児休業（産後パパ育休）の創設

2023年4⽉1日④1,000人超の企業に育児休業の取得状況の公表の義務付け

2021年9⽉1日①育児休業給付⾦のみなし被保険者期間の特例（２）
雇用保険法の
改正 2022年10⽉1日②育児休業給付の改正



令和４年４月 法改正
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令和４年１０月 育休関連改正
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法改正後のイメージ
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【産後パパ休】
①最大56日⇒28日に変更
（産後８週以内に終了）

②２回分割取得可能
ただし、申出時に申請

③パパ休中の勤務も可
（本人の申出）

④社保免除、育休給付
もあり

【育休】
①２回に取得可能
（育休給付あり）

②１歳以後の休業は
要件を満たせば

１歳、１歳６カ⽉時点
でなくとも取得可能

（１歳以降は保育所に
入れない場合など取得可）
夫婦交互の場合、期間が

接続・重複で取る必要あり



両⽴⽀援等助成⾦
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本日の内容
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■育介法改正

■パワハラ防止法

■割増賃⾦率（中⼩企業）

■2024年改正
・建設・運送等 時間外上限適用
・労働条件明⽰事項（省令改正）

■その他
・賃⾦のデジタル払い
・短時間労働者 社保適用拡大



法的なパワーハラスメントの考え方
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＜労働施策総合推進法（⼤企業令 2.6.1 施⾏、中⼩企業令 4.4.1 施⾏）＞

。職場において⾏われる
①「優越的な関係」を背景とした言動であって、
②「業務上必要かつ相当な範囲」を超えたもの

により、
③労働者の就業環境が害されること
を全て満たすもの



パワーハラスメントとは︖

11出所︓https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/



事業主（会社）の義務

12出所︓https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_gimu.pdf



事業主（会社）の義務

13出所︓https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_gimu.pdf

※令和４年４月１日〜 中⼩企業もパワハラは同様の措置義務が必要です



ハラスメントへの対応
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基本的には
個々の労働者が

訴えの対象

「ハラスメントが起きたら
法違反」ではない。

問題は、窓口設置、
相談対応等が適切に
⾏われないこと。

管理職は相談があった時
の対応が重要︕



本日の内容
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■育介法改正

■パワハラ防止法

■割増賃⾦率（中⼩企業）

■2024年改正
・建設・運送等 時間外上限適用
・労働条件明⽰事項（省令改正）

■その他
・賃⾦のデジタル払い
・短時間労働者 社保適用拡大



割増賃⾦の料率は︖
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出所︓厚⽣労働省「割増賃⾦編」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf



労働時間カウントイメージ
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【例】１日10時間×７日勤務＝70時間
【所定労働】８Ｈ×５日＝４０Ｈ
【時間外(⻘)】２Ｈ×５日＋１０Ｈ＝２０Ｈ…（割増1.25以上）
【休日労働(赤)】 １０Ｈ…（割増1.35以上）
☛当該⽉はこの週以外、時間外労働は25Ｈまで（月45Ｈ以内）

また全体の時間外・休日合計しても、70Ｈ未満（月100Ｈ未満）



月60時間超の割増率変更（2023.4〜）
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月60時間超の割増率変更（2023.4〜）
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本日の内容
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■育介法改正

■パワハラ防止法

■割増賃⾦率（中⼩企業）

■2024年改正
・建設・運送等 時間外上限適用
・労働条件明⽰事項（省令改正）

■その他
・賃⾦のデジタル払い
・短時間労働者 社保適用拡大



☑ 労働時間と36協定
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36協定様式と内容
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時間外労働
⽉45時間、年360時間

（１年変形 ⽉42時間、年320時間）

休日労働（上記と合計して⽉100時間未満）

※３６協定は労基署に届出
した日以降有効になる



36協定（特別条項）
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特別条項
例外︓年720時間



時間外労働の上限規制（月単位）イメージ
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時間外労働

特別条項

出典︓厚⽣労働省︓時間外労働の上限規制 わかりやすい解説



２〜６カ月平均８０時間以内
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時間外労働の上限規制（年の上限）
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※単⽉は100時間未満（休日労働含む）だが、２〜６カ⽉で平均８０時間未満
要件がある為、⽉８０時間×１２カ⽉＝年960時間が最大。
⇒結論的には『時間外＋休日＜＝８０時間』としないといけない。



本日の内容
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■育介法改正

■パワハラ防止法

■割増賃⾦率（中⼩企業）

■2024年改正
・建設・運送等 時間外上限適用
・労働条件明⽰事項（省令改正）

■その他
・賃⾦のデジタル払い
・短時間労働者 社保適用拡大



☑労働条件通知（雇用契約書）の発⾏
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条件通知の記載事項等

29出所︓https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/150312-1.pdf



労働契約法改正

30出典︓https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

包括的な契約を限定していく流れ



条件通知に関する法改正
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条件通知に関する法改正
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本日の内容
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■育介法改正

■パワハラ防止法

■割増賃⾦率（中⼩企業）

■2024年改正
・建設・運送等 時間外上限適用
・労働条件明⽰事項（省令改正）

■その他
・賃⾦のデジタル払い
・短時間労働者 社保適用拡大



賃⾦のデジタル払い
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賃⾦のデジタル払い
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実務的にどうなのか︖
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・労基法の「賃⾦⽀払いの５原則」では現⾦⽀給が原則
なので、あくまで「例外」。

・銀⾏⼿数料削減が企業側のメリットとして言われている。
⼝座を持ちづらい外国人などにも適用しやすい︖

・1998年「証券総合⼝座」も賃⾦⽀払いとして認められた
が、実際は使われていない︖

・現状PayPay、auPAY、d払い、楽天キャッシュなどが
「指定資⾦移動業者」に申請。
「○△pay」側の⼝座の上限100万円、資⾦保護などに
も問題がある。

・政府の意図は︖︖



本日の内容
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■育介法改正

■パワハラ防止法

■割増賃⾦率（中⼩企業）

■2024年改正
・建設・運送等 時間外上限適用
・労働条件明⽰事項（省令改正）

■その他
・賃⾦のデジタル払い
・短時間労働者 社保適用拡大



短時間労働者 社会保険適用
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社会保険 被保険者の加入要件
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加入要件保険種類

1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
（例︓１週の所定労働時間が４０時間であれば、週３０時間以上勤務者）
※介護保険は４０歳〜６４歳の間、加入。
※⼀定の要件を満たす場合は、短時間労働者に対する被保険者制度あり。

健康保険
（介護保険）

社会保険

厚⽣年⾦保険



社会保険 短時間労働者（週２０時間以上）の社保加入
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【被保険者の要件（強制・任意共通）】
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)継続して２カ月を超えて使用される⾒込みあり
(3)賃⾦の月額が8.8万円以上であること
(4)学⽣でないこと

厚⽣年⾦保険の被保険者（短時間労働者を除
く）の総数が常時100人を超えるか︖
※100人超は令和４年１０⽉〜

強制適用
はい

いいえ

厚⽣年⾦保険の被保険者数100人以下の企業に属する
適用事業所で「短時間労働者」が社会保険に加入する
ことについての労使合意を⾏った事業所か︖
☞同意対象者の過半数を代表する者の同意、または、
同意対象者の2分の1以上の同意

任意適用
はい



「人事のお医者さん」人事制度構築士
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中小企業向けの「業績向上」を得意とする人事制度。
「人事制度の学校」の人事制度構築士として活動中︕



参加の皆様へ
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■お試し相談（無料）
来所またはzoomによりお受けします。

アンケート、メール、HP、お電話にてお問合せください。

■無料web通信 ご紹介ください︕
実務に役⽴つ情報を毎⽉ご提供します

登録フォーム
https://www.itm-asp.com/form/?3285

【次回web通信 令和5年6月20日（火）】
『最低賃⾦の動向と業務改善助成⾦』

14時〜15時 参加費︓無料
本日のアンケートから申し込み可能です︕︕



顧問先様はweb通信の録画がいつでも⾒られます︕
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パスワードは別途連絡しております。
ご不明な場合は、お気軽にご連絡ください。



御清聴ありがとうございました︕
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【社会保険労務士法人 シャイン】

職場の安心感の架け橋となり
成⻑する「人・組織づくり」に貢献する

就業規則の⾒直し、賃⾦設計
労務管理など、お気軽にお問合せ下さい。

（顧問契約、スポット対応あり）

TEL 0556-62-2710 FAX 0556-62-3620
http://sr-shain.com/
info@sr-shain.com
LINE ID  shainsr


